
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
百
分
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
六
十
」
に
、
「
百
分
七
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十

五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「

百
分
の
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
八
十
」
と
、
「
百
分
の
二
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

二
百
二
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
五
」
と
、
「
百
分
の
九
十
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
」
と
し
、
平
成
二
十
九
年
六
月
に
支
給
す
る
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
百
分
の
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
「
百
分
の
二
百
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
二
百
十
」
と
、
「
百
分
の
七
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
」
と
、
「
百
分
の
九
十

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、

同
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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